
下水処理センター施設紹介ビデオ編集業務

随意契約

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号

旭川市７条通１３丁目６０番地１９

㈱北海道録画センター

（うち取引に係る消費税及び地方消費税

から まで

上下水道部　経営企画課

円

11

10

7

8

9

第２回

¥1,276,000円

令和5年10月30日

入札等の
執行状況業者名

¥116,000円）

令和6年3月8日

令和5年10月24日 午後5時15分

契約期間

第１回

入札（見積）結果

入札（見積合わせ）結果調書

及び根拠条項

契約方法

契約担当課

契約金額

入札（見積）日時

件名

契約の相手方

決定1,160,000

以下余白

㈱北海道録画センター1

2

3

一者特命の
随意契約と
した理由

4

12

13

　本業務は，子どもや市民に対する広報活動等の際に活用する目的で，下水
処理センター施設見学用ビデオの編集業務を行うものである。当該ビデオは株
式会社北海道録画センターが制作したものであり，その著作権は当該事業者
が保有し，他の者による改変を認めていない。そうしたことから，当該ビデオの
編集業務においては，既存データのＣＧ編集や音声編集等に対応することが
できる当該事業者を契約の相手方として選定する。(旭川市水道局随意契約ガ
イドライン　2(1)ｱ(ｱ)に該当）
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